
親子通園支援事業実施要綱 

                  

※ 下線部 : 今回の主な変更箇所 

第１ 趣旨 

  この要綱は、保育所又は幼保連携型認定こども園（以下「保育所等」という。）が、

保育に関する専門性を活かして、家庭で子育てを行う保護者を登録し、きめ細かい子

育て相談事業や一時預かり、乳幼児との関わり方を学ぶ機会の提供等を実施すること

により、地域に最も密着した児童福祉施設としての役割を果たすとともに、地域にお

いて子どもの育ち・親育ちを支援するために必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 実施主体 

  事業の実施主体は、次の各号に掲げる施設（京都府内に設置されるものに限る。）

とする。 

 (1) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 39 条に規定する保育所であって、同法

第 35 条第３項の届出をし、又は同条第４項の認可を受けている保育所 

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18 年法律第 77 号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園であって、同

法第 16 条の届出をし、又は同法第 17 条第１項の認可を受けている幼保連携型認定

こども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。） 

 

第３ 事業の種類 

１ 未入園児一時保育事業（継続） 

 保育所等において、次の(1)及び(2)に掲げる事業を実施するものとし、地域の実情

に応じて(3)に掲げる事業を実施することができるものとする。 

 (1) 登録及び情報提供事業 

   家庭で子育てを行っている保護者（原則として満３歳未満の子どもの保護者とす

る。）で保育所等に登録した者（以下「登録者」という。）に対し、子育て等に関

する情報提供を実施する事業。 

(2) 子育て相談及び育児教室事業 

   次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める者により登録者を対象とした子

育て相談、育児教室等を実施する事業。 

ア 保育所 保育士（児童福祉法第 18 条の 18 第１項の登録を受けた者をいう。以

下同じ。） 

  イ 幼保連携型認定認定こども園 保育士及び幼稚園教諭（教育職員免許法（昭和

24 年法律第 147 号）第４条第２項に規定する普通免許状を有する者をいう。） 

(3) 一時預かり事業 

   親同士の交流事業、育児教室等への参加機会の確保及び保護者のリフレッシュの

ため、登録者の子を対象とした一時預かり事業。 



 

２ 親子誰でも通園モデル事業（新規） 

  国のこども誰でも通園制度（仮称）の本格実施を見据えた試行的事業を実施する保

育所等において、家庭で子育てを行っている保護者を受け入れ、保育の様子から乳幼

児との関わり方を学ぶ機会や親同士の仲間づくりの機会の提供など親育ちを支援する

事業。 

 

第４ 実施方法 

１ 共通事項 

 (1) 実施主体は、第３の１及び第３の２のいずれか一方の事業を行うものとする。 

 (2) 利用しやすい時間等の設定 

   実施主体は、相談等を希望する者が気軽に集える場の提供を行うとともに、利用

しやすい相談時間の設定など、子育て家庭の状況に応じ、相談や一時預かり等を希

望する者が利用しやすいよう柔軟な対応を心がけるものとする。 

 (3) 市町村及び地域子育て支援拠点等との連携 

実施主体は、市町村と連携し、支援が必要な家庭に対し、優先的に事業を利用で

きるように努めること。なお、利用中に配慮が必要であると確認した家庭について

は、市町村に報告するとともに、市町村と協力し、関係機関との連携に努めること。 

   また、地域子育て支援拠点が設置されている市町村の区域においては、当該支援

拠点と十分な連携を図るものとする。 

   さらに、地域において子育て支援の活動を行うＮＰＯ等の団体と連携し、効果的

な事業の実施に努めるものとする。 

 (4) 他の事業との区分 

   実施主体は、事業の対象及び実施に要する経費を、他の補助制度等の対象と重複

しないよう、明確に区分しなければならない。 

 (5) 費用負担 

   実施主体は、事業の実施に当たり、登録者、相談者、参加者等に費用の負担を求

めてはならない。ただし、実費として必要な材料費、食糧費、国のこども誰でも通

園制度（仮称）に係る利用料等については、この限りでない。 

 (6) 秘密の保持及び個人情報の保護 

  ア 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

  イ 事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報を業務遂行以外の目的に利用し

てはならない。 

 

２ 子育て相談及び育児教室事業の留意事項 

  子育て相談及び育児教室事業は、原則として土曜日に年 24 回を目途に実施するも

のとする。 

 



３ 一時預かり事業の留意事項 

(1) 一時預かりを希望する登録者の優先順位は、子育て相談等によりその必要性を判

断する。当該事業の利用は、登録者１人当たり１回４時間以内、かつ、年間２回以

内とする。ただし、登録者にやむを得ない事情があると実施主体が判断した場合は、

この限りでない。 

  (2) 一時預かりの実施に当たっては、児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11

号）第 36 条の 35 に規定する基準に準じて、適切な保育環境を整備し、対象とする

乳幼児の年齢及び人数に応じた職員（保育士及び市町村長が行う研修（市町村長が

指定する都道府県その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者に限る。）の確

保に努めるものとする。この場合において、当該職員の数は常時２人を下回っては

ならず、かつ、その職員のうち、半数以上は保育士でなければならない。 

(3) 一時預かり事業は、原則として、土曜日又は日曜日に年 24 回を目途に実施するも

のとする。 

 

４ 親子誰でも通園モデル事業の留意事項（新規） 

(1) 保護者が保育の内容から子どもとの関わり方等の知識や方法を身につけるための

支援や保護者同士のつながり作りに努めること。 

(2) 副主任保育士等の保護者支援・子育て支援の経験が豊かな専任の職員を１名以上

置くこと。 

(3) 事業の利用状況、効果や課題、利用者や保育者の声などについて情報収集を行う

ものとする。なお、京都府において、当該事業に係るアンケート調査やヒアリング

を行うこととしており、積極的に協力すること。 

 

第５ 経費に対する補助 

 (1) 知事は、事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 (2) 補助金の交付先は、一般社団法人京都府保育協会及び公益社団法人京都市保育園

連盟（以下「保育団体」という。）とする。 

 (3) 補助金の額は、実施主体の各保育所等について別表の事業区分ごとに、事業に要

する経費と基準額を比較して少ない方の額の合計額とする。 

 (4) 保育団体は、次に掲げる事務を行うものとする。 

  ア 実施主体の事業計画、実施状況、事業実績等の取りまとめ 

  イ 実施主体に対する事業実施上必要な助言及び指導 

  ウ 知事に対する補助金の申請及び事業実績の報告 

  エ 実施主体への補助金の配分 

  オ その他知事が別に指示する事務 

 

 

 



第６ 補則 

  この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、知事が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 23 年４月 12 日から施行し、平成 23 年度の事業から適用する。 

 

      附 則 

 この要綱は、平成 24 年４月 17 日から施行し、平成 24 年度の事業から適用する。 

 

    附 則 

 この要綱は、平成 28 年９月１日から施行し、平成 28 年度の事業から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年６月 26 日から施行し、令和６年度の事業から適用する。 

  



別表（第５関係） 

事業区分 基準額 

未入園児一時保育事業 

（継続） 

 

登録及び情報提供事業 

子育て相談及び育児教室事業 

子育て相談及び育児教室事業の実施回数に応じて、次

により算出された額。ただし、当該事業のみ実施する

場合、公立保育所等の額を基準額とする。 

(1)11 回以下 

私立保育所等 115,000 円 

 公立保育所等  70,000 円 

(2)12 回以上 17 回以下 

私立保育所等 175,000 円 

公立保育所等 105,000 円 

(3)18 回以上 

私立保育所等 250,000 円 

公立保育所等 150,000 円 

一時預かり事業 

実施回数に応じて、次により算出された額 

(1)11 回以下 

私立保育所等 205,000 円 

 公立保育所等 115,000 円 

(2)12 回以上 17 回以下 

私立保育所等 315,000 円 

公立保育所等 175,000 円 

(3)18 回以上 

私立保育所等 450,000 円 

公立保育所等 250,000 円 

親子誰でも通園モデル事業 

（新規） 

実施回数に応じて、次により算出された額 

(1)９回以上 40 回以下 

保育所等   490,000 円 

(2)41 回以上 59 回以下 

保育所等   740,000 円 

(3)60 回以上 74 回以下 

保育所等  1,000,000 円 

(4)75 回以上 

 保育所等  1,200,000 円 

 


